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中業企業の人手不足対策

と課題 

人手不足が言われて久し

いですが、企業にとっては、

採用難や売上減少など、企業

経営に及ぼす影響は決して

小さくないと思われます。そ

のような中で、企業はどのよ

うな人手不足対策を行って

いるのか、「中小企業の人手

不足に対する意識調査（2018

年７月）」（商工中金）の結果

からみてみます。 

※商工中金取引先中小企業

10,150 社を対象に実施、有効

回答数は 4,764 社。 

 

◆他社はどのような人手不

足対策を行っているのか？ 

人手不足対応として行っ

ている対策としては、「従業

員の能力向上」が 46％と最多

で、次いで、「職場環境の改

善」（35.1％）、「賃上げ等の雇

用条件の改善」（31.8％）、「高

齢者の採用拡大」（29.7％）、

「外注（アウトソーシング）

の拡大」（27.5%）、「業務プロ

セスの効率化」（27.2％）、「定

着率向上」（25%）、「機械設備

導入による省力・省人化」

（22.9％）、「従業員の兼任

化」（18.4％）、「女性の採用拡

大」（17.8％）、「定年延長・廃

止」（13.7％）、「外国人の採用

拡大」（11.8％）、「パート・非

正規の正社員化」（10.1％）と

いった対策を行っています。 

特に、業種別でみると、製

造業で「機械設備導入による

省力・省人化」（42.1%、非製

造業では 13.2%）や「外国人

の採用拡大」（21.2%、非製造

業では 7.0%）が目立ってい

ます。 

その他にも、「IT、IoT の活

用による省力、省人化」や「販

売単価の引上げ」、「過剰品

質・過剰サービスの見直し」、

「他社との提携（経営資源の

共有等）」、「残業増加」、「業務

の縮小・廃止」、「納期の変

更」、「海外拠点の新設・拡

大」、「他社の買収」といった

対策を行っている企業もあ

ります。 

 

◆対策実施上の課題は？ 

人手不足対策を実施する

うえでの課題としては、「対

策を行える人材が不在」

（25.2%）、「労働法規や規制」

（22.5％）、「資金が不足」

（12.5%）、「取引先との交渉

が難航」（6.7％）、「対策の仕

方が分からない」（5.1％）、

「従業員との交渉が不調」

（1.7％）、「相談相手がいな

い」（1.4％）などがあります。 

業種別でみると、金属製品

製造業では、「扶養や社会保

険制度でのパートタイマー

の年収制限があり、特に時給

の高い人は長時間働けない」

（勤続製品製造業）、「外国人

研修制度を取り入れ、数年前

より一定人員を確保してい

るが期間が短期のため大幅

増員が難しい」（窯業・土石

業）といった声が上がってい

ます。 

 

来年４月から労働条件の

通知が FAX やメールで

も可能になります！ 

◆労働条件通知書がペーパ

レス化に！ 

厚生労働省は、現在、労働

基準法第 15 条で定められて

いる労働条件の「書面」での

通知について、来年の４月１

日からＦＡＸや電子メール

等でも可能にし、規制を緩和



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

させることを決めました。書

面として印刷できれば問題

ないと判断したことによる

もので、企業にとっては印刷

や郵送にかかるコストや手

間の削減ともなり、利便性が

高まることが期待されます。 

 

◆労基法施行規則を改正 

具体的には、今年の９月７

日に公布された働き方改革

法関連法に基づく省令で、労

働基準法施行規則第５条第

４項に下記の下線部分が追

加されました（2019年４月１

日施行）。 

【労働基準法施行規則第５

条】 

第４項 法第 15 条第１項後

段の厚生労働省令で定め

る方法は、労働者に対する

前項に規定する事項が明

らかとなる書面の交付と

する。ただし、当該労働者

が同項に規定する事項が

明らかとなる次のいずれ

かの方法によることを希

望した場合には、当該方法

とすることができる。 

① ファクシミリを利用

してする送信の方法  

② 電子メールその他の

その受信をする者を特

定して情報を伝達する

ために用いられる電気

通信の送信の方法 （当

該労働者が当該電子メ

ール等の記録を出力す

ることにより書面を作

成することができるも

のに限る。） 

 

◆本人の希望が条件 

今回の規制緩和は、労働

者がＦＡＸや電子メール等

での通知を希望することが

条件となっています。本人

に通知方法を確認し、ＦＡ

Ｘや電子メール等での受取

りを希望しない場合は、今

までどおり書面で通知しな

ければなりません。 

また、電子メールで送信

する場合の具体的なファイ

ル形式（メールの本文また

は一定形式の添付ファイル

に限られるのか、どちらで

もよいのか等）や、本人が確

実に受け取ったかどうかの

確認の要否などについて

は、現時点では明らかにな

っていません。施行までに

なんらかの基準が示される

可能性もありますので、注

意が必要です。 

 

12 月の税務と労務の手

続期限［提出先・納付先］ 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特

別徴収税額の納付［郵便

局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格

取得届の提出＜前月以

降に採用した労働者が

いる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 労働保険一括有期事業

開始届の提出＜前月以

降に一括有期事業を開

始している場合＞ 

［労働基準監督署］ 

○ 特例による住民税特別

徴収税額の納付［郵便局

～当事務所より一言～ 

おかげさまで、開業１周年

を迎えることが出来まし

た。本当にありがとうござ

います。 

２年目はもっと攻めて行

こうお思います。何卒宜し

くお願い致します。 

または銀行］ 

31 日 

○ 健保・厚年保険料の納付

［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報

告書の提出［年金事務

所］ 

○ 労働保険印紙保険料納

付・納付計器使用状況報

告書の提出［公共職業安

定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出

（雇用保険の被保険者

でない場合）＜雇入れ・

離職の翌月末日＞［公共

職業安定所］ 

○ 固定資産税・都市計画税

の納付＜第 3 期＞［郵便

局または銀行］ 

※都・市町村によっては

異なる月の場合がある。 

本年最後の給料の支払を受

ける日の前日まで 

○ 年末調整による源泉徴

収所得税の不足額徴収

繰延承認申請書の提出 

［給与の支払者（所轄税

務署）］ 

○ 給与所得者の保険料控

除申告書、給与所得者の

配偶者控除等申告書、 

住宅借入金等特別控除

申告書の提出［給与の支

払者（所轄税務署）］ 

 


